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（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 直 方 市 有 料 広 告 掲 載 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 （ 平 成 19

年 ２ 月 直 方 市 告 示 第 16 号 。 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、

直 方 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ（ 以 下「 市 ホ ー ム ペ ー ジ 」と い う 。）へ の 広 告

掲 載 の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 種 類 ）  

第 ２ 条  市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 広 告 は 、バ ナ ー 広 告（ 市 ホ ー ム ペ ー ジ

内 に 表 示 さ れ る 広 告 画 像 で 、広 告 掲 載 者 の 指 定 す る ホ ー ム ペ ー ジ に リ ン

ク す る も の を い う 。 以 下 「 広 告 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 掲 載 の 基 準 ）  

第 ３ 条  市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る こ と が で き る 広 告 は 、要 綱 第 ３ 条 の 規

定 に よ る も の と す る 。  

（ 規 格 ）  

第 ４ 条  広 告 の 規 格 は 、 次 の と お り と す る  

⑴  天 地 40 ピ ク セ ル  

⑵  左 右 150 ピ ク セ ル  

⑶  デ ー タ サ イ ズ  10KB 以 内  

⑷  GIF 形 式 （ ア ニ メ ー シ ョ ン 可 ）  

（ リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ の 範 囲 ）  

第 ５ 条  広 告 の リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

も の で あ る と き は 、 広 告 を 掲 載 し な い 。  

⑴  要 綱 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る も の を 含 む と き 。  

⑵  市 ホ ー ム ペ ー ジ と 類 似 の デ ザ イ ン を 用 い る な ど 、閲 覧 者 が 市 ホ ー ム

ペ ー ジ の コ ン テ ン ツ の 一 部 で あ る か の よ う に 混 同 す る お そ れ が あ る

と き 。  

⑶  掲 載 さ れ て い る 内 容 が 、市 政 を 連 想 さ せ る 分 野 で あ っ て 一 般 的 な 表

現 を 用 い る な ど 、閲 覧 者 が 市 の 事 業 で あ る と 錯 誤 し や す い 内 容 を 含 む

と き 。  

⑷  他 の ホ ー ム ペ ー ジ を 集 合 し 、情 報 提 供 す る こ と を 主 た る 目 的 と す る



も の で 、要 綱 第 ３ 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 内 容 を 含 む ホ ー ム ペ ー ジ を 閲 覧 者

に あ っ せ ん 、 又 は 紹 介 し て い る と き 。  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、直 方 市 有 料 広 告 審 査 委 員 会（ 以 下「 委

員 会 」と い う 。）が 、市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら リ ン ク す る こ と が 不 適 切 で

あ る と 認 め る と き 。  

（ 掲 載 料 ）  

第 ６ 条  広 告 の 掲 載 料 は 、 １ 枠 に つ き 月 額 20,000 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消

費 税 を 含 む 。 ） と す る 。  

（ 掲 載 場 所 ）  

第 ７ 条  広 告 の 掲 載 場 所 は 、ト ッ プ ペ ー ジ の あ ら か じ め 指 定 し た 場 所 と す

る 。  

（ 掲 載 数 ）  

第 ８ 条  広 告 の 掲 載 数 は 、４ 枠 と し 、原 則 と し て 1 広 告 掲 載 者 当 た り １ 枠

と す る 。 た だ し 、 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 掲 載 位 置 ）  

第 ９ 条  広 告 の 掲 載 位 置 は 、要 綱 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 優 先 順 位 に 従 い 、

委 員 会 に お い て 掲 載 位 置 を 決 定 す る 。  

（ 掲 載 期 間 ）  

第 １ ０ 条  広 告 の 掲 載 期 間 は 、月 の 初 日 か ら 月 末 ま で の １ か 月 を 単 位 と し 、

そ の 年 の 年 度 末 ま で を 限 度 と す る 。  

（ 募 集 方 法 ）  

第 １ １ 条  広 告 掲 載 の 募 集 は 、毎 年 ２ 月 に 次 年 度 分 の 広 告 を 市 ホ ー ム ペ ー

ジ 及 び 市 報 に よ り 行 う も の と す る 。   

２  年 度 途 中 に 掲 載 広 告 に 空 き が 生 じ た 場 合 は 、当 該 年 度 分 の 広 告 を 随 時

募 集 す る も の と す る 。   

（ 広 告 案 ）  

第 １ ２ 条  要 綱 第 ５ 条 に 規 定 す る 広 告 案 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

⑴  指 定 し た 規 格 の 広 告 案 の デ ー タ を 格 納 し た 磁 気 媒 体  

⑵  リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ の URL 及 び そ の ペ ー ジ の 内 容 が わ か る も の  

２  広 告 案 は 、 申 込 者 の 責 任 と 費 用 に お い て 作 成 す る も の と す る  

（ 変 更 の 申 出 ）  



第 １ ３ 条  広 告 掲 載 者 は 、２ か 月 以 上 継 続 し て 広 告 を 掲 載 す る と き は 、広

告 内 容 の 変 更 を 求 め る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 広 告 内 容 を 変 更 す る 場 合 は 、変 更 分 の 掲 載 を 希 望 す

る 月 の 初 日 に 行 う も の と す る 。た だ し 、委 員 会 が や む を 得 な い 事 情 が あ

る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 変 更 を 求 め る と き は 、変 更 分 の 掲 載 を 希 望 す る 月

の 初 日 の 20 日 前（ そ の 日 が 休 庁 日 に 当 た る 場 合 は 、そ の 前 日 ）ま で に 、

変 更 を 希 望 す る 広 告 案 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、委 員 会 が や

む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 広 告 掲 載 者 の 届 出 義 務 ）  

第 １ ４ 条  広 告 掲 載 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 速 や か

に 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴  リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ の URL を 変 更 す る と き 。  

⑵  リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ の 内 容 を 大 幅 に 変 更 す る と き 。  

⑶  リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ に 障 害 等 が 発 生 し た と き 。  

⑸  広 告 掲 載 者 、 広 告 の 内 容 等 が 、 要 綱 及 び こ の 要 領 に 抵 触 す る こ と と

な っ た と き 。  

（ 内 容 等 の 変 更 の 要 求 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 広 告 の 内 容 、 デ ザ イ ン 及 び リ ン ク 先 の ホ ー ム ペ ー ジ が

第 ３ 条 か ら 第 ５ 条 ま で の 規 定 に 抵 触 し て い る こ と が 判 明 し た と き は 、広

告 掲 載 者 に 対 し て 広 告 の 内 容 等 の 変 更 を 求 め る も の と す る 。  

２  広 告 掲 載 者 は 、 市 長 の 求 め に 応 じ て 、 自 己 の 責 任 及 び 負 担 に お い て 広

告 の 内 容 等 の 変 更 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 掲 載 の 取 下 げ ）  

第 １ ６ 条  広 告 掲 載 者 は 、 自 己 の 都 合 に よ り 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 広 告 掲

載 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。  

２  広 告 掲 載 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 を 取 り 下 げ よ う と す る 場 合

は 、 書 面 に よ り 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 載 を 取 り 下 げ た 場 合 は 、納 付 済 み の 広 告 掲

載 料 は 、 返 還 し な い 。  

（ そ の 他 ）  



第 １ ７ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 広 告 掲 載 に 必 要 な 事 項 は 、 委 員

会 に お い て 定 め る も の と す る 。  

 

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 19 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


